
 

 

 

 

  
 

こねっと！加盟社会福祉協議会 特設相談日のお知らせ 
  特設相談は、お住まいの町村以外でも無料で相談することができます。 

特設相談のご利用は、事前に電話等でお問合せくださいますようお願いいたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

柳津町社協、三島町社協、金山町社協、昭和村社協の特設相談開設日はございませんが、

各町村社協では月曜日から金曜日の午前 9 時 00 分から午後 5 時 00 分まで電話相談をお

こなっております。 

◇一人で悩まずにご相談ください◇ 

 
 

 

福祉の仕事相談会 
福島県社会福祉協議会福祉人材センターでは、福祉の仕事を探している人と、人材を求

めている職場との橋渡しをおこなっています。お気軽にご利用ください。 
 

日 時：毎月第 3水曜日（原則） 午前 10時 30分から午後 2時 30分まで 

場 所：会津若松市社会福祉協議会（会津若松市追手町 5番 32号） 

お問合せ先：福島県社会福祉協議会福祉人材センター       024-521-5662 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西
会
津
町
社
協 

心配ごと相談 

4月 7 日（木）、27日（水） 

午前 9時 30分～正午 

お問合せ先       0241-45-4259 

会
津
坂
下
町
社
協 

弁護士相談 

4月 8日（金） 

午前 10 時 00分 

～午後 3時 00分 

お問合せ先      0242-83-1368 
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会津坂下町社会福祉協議会☎0242-83-1368 西会津町社会福祉協議会☎0241-45-4259 

柳津町社会福祉協議会☎0241-42-3418    三島町社会福祉協議会☎0241-52-3344 

金山町社会福祉協議会☎0241-55-3336    昭和村社会福祉協議会☎0241-57-2655 

 

6 町村社協合同かわら版「こねっと！」について 

「こねっと！」の意味 会津坂下町・西会津町・柳津町・三島町・金山町・昭和村の福祉活動を

つないでいくことを目指し「交流・つながり」を意味するコネクション・コミュニケーション・

ネットワークからつくった言葉です。 

「こねっと！」の内容 ボランティアに関する情報、心配ごと相談所の情報、その他福祉活動関

連情報などをお知らせしてまいります。 
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